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生成ＡＩの業務利用の開始について

◼試行結果を踏まえ、
 新たに対話型サービスを全ＰＣ（※）で日常的に利用できるよう整備し、

   本日(１/10)、本格利用を開始

＜試行結果の概要＞
• 期間：令和５年５月から６年12月まで
• 指示・応答のやりとり：約20,000回（320所属が参加）
• 文書作成等の業務が効率化
• 参加職員の８割が利用継続を希望

◼利用に係る基本的な考え方を整理、「利用ガイドライン」を策定し、
   必須研修の実施により職員の理解・利用を促進

※今後、利用事例を収集し、共有していきます。2DX推進課 / DX Promotion Div.

リスクを十分に理解しつつ、業務の効率化に向けて、積極的に利用を！

※行政情報ネットワークに接続するＰＣ



（参考）業務利用を開始する生成ＡＩサービス

3DX推進課 / DX Promotion Div.

＜経緯＞
R4.3月に音声文字起こしサービスとして導入
会議録作成時間が約40％減

R5.5月に生成ＡＩサービスも利用可能にし、試行開始
 これまでに利用回数が約2倍に増加

R7.1月に本格利用開始

音声文字起こしサービスのノート機能を利用 対話型の生成ＡＩとしてブラウザで利用

対話型の指示による内容の深掘りにより、
より精度の高い応答を生成することに適する

専用の録音端末と組み合わせ、
文字起こしから要約等を一連で作業することに適する

デジタルインフラ整備室が調達・導入する生成ＡＩサービスは以下の２つで、それぞれ特徴があります。

＜特徴＞
サービス概要
OpenAI社が開発した「GPT-4」とMicrosoftの検索エンジン
「Bing」を組み合わせた生成ＡＩサービス
※Copilot＝コパイロット、副操縦士 人間が操縦士でＡＩが補佐する

アクセスが容易
新たにアカウントを作成する必要がなく、LG-WANブラウザ
（Microsoft Edge）から全職員が即時アクセス可能

R7.1月に利用開始



生成ＡＩの業務利用に係る基本的な考え方

◎生成ＡＩの業務利用に係る基本的な考え方

サービスの選定・運用の両面で適切に整備された利用環境の下で、
リスクを十分に理解し、積極的に利用

１ 利用環境の整備
(1) 入力情報の漏えいのリスクに対応した適切なサービスを選定し、情報セキュリティを確保
(2) 利用ガイドラインを策定するとともに、研修を実施し、職員の理解・利用を促進

２ 積極的な利用（次頁参照）
(1) 利用に伴うリスクを十分に理解し、利用ガイドラインに沿って適切に利用
(2) 利用により効率化を期待できる業務に特に積極的に利用

4DX推進課 / DX Promotion Div.



○文章の作成・要約等 ○情報の整理、アイディア出し ○関数・コード等の作成

基本的な考え方 ２ 積極的な利用

5DX推進課 / DX Promotion Div.

(1) 利用に伴うリスクを十分に理解し、利用ガイドラインに沿って適切に利用

◆ 業務遂行に当たっての補助ツールに過ぎず、最終的な判断は職員が責任を持って行う。

◆ 情報漏えい、不正確・不適切な応答、他者の権利の侵害等の利用に伴うリスクを認識し、
       入力情報及び出力情報を次のとおり取り扱う。

(2) 利用により効率化を期待できる業務に特に積極的に利用

◆ 次の業務に適していることを踏まえて、その効率化を意識しながら、特に積極的に利用する。

○入力する情報の取扱い（プロンプトの入力時の遵守事項）
・個人情報等の機密性の高い情報を入力しない ・文章以外（画像、動画、音声等）の生成機能を利用しない

○出力される情報の取扱い（生成物の使用時の遵守事項）
・生成物の正確性・妥当性を確認する ・生成物は原則としてそのまま使用せず、修正・加工して使用する
・生成物の使用が著作権等の他者の権利を侵害していないかを確認する ・サービスの利用規約等による制限に留意する

外部への提供時は
特に留意

次頁のような場面では必ず利用
※今後、利用事例を収集し、共有する。



特に積極的に利用する場面の例

業務内容 利用場面

文章の作成・要約等 • 文量やキーワードを指定して行事の挨拶文を作成したい

• くだけた言葉遣いの文章をビジネス用の丁寧な表現に変更したい

• 会議の音声を自動で文字に起こし、要約したい

情報の整理、アイディア出し • 対話により様々な角度から情報を収集し、体系的に整理したい

• 新事業構築のブレスト用にテーマに沿ったアイディアを数多く用意したい

• 仮想の人物像を設定し、その視点からの意見を知りたい

関数・コード等の作成 • 表計算ソフトで作業内容に対応した関数を作成したい

6DX推進課 / DX Promotion Div.

まずは、上記のような場面で必ず利用し、業務の効率化につなげましょう！



（参考）生成ＡＩ業務利用ガイドライン（概要）

生成ＡＩの活用が社会の様々な場面で進む中で、本県としても、情報漏えいや他者の権利の侵害等のリスクに留意した上で業務への積極的な利用が必要。
本ガイドラインは、国、自治体等における生成ＡＩの利用に関する取扱いを参考にしながら、本県における業務への利用に当たり遵守すべき事項や、効果的な利用方法
等を示し、もって業務の効率化に資することを目的に策定するもの。
※適用範囲：知事部局、企業局、議会事務局、教育委員会事務局（教育機関を含む）、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局

１ 策定の趣旨等

(1) 業務に利用できるサービス及び機能
デジタルインフラ整備室が調達・提供するサービス（※）を利用
（※令和６年12月現在：ログミーツ，Microsoft Copilot）

当面、文章生成機能のみ利用する。（画像、動画、音声等の生成機能は利
用しない。）

(2) 入力する情報の取扱い
個人情報等の機密性の高い情報(※)を入力しない。
※長野県情報セキュリティポリシーの規定により判断
例：長野県情報公開条例の規定による非公開情報等

(3) 出力される情報の取扱い
ア 生成物の正確性・妥当性を確認する。
イ 生成物は原則としてそのまま使用せず、修正・加工して使用する。
ウ 生成物の使用が著作権等の他者の権利を侵害していないかを確認する。
エ サービスの利用規約等による制限に留意する。

２ 利用上の遵守事項

(1)積極的に利用する業務
ア 文章の作成・要約等
指定したキーワードから文章のたたき台を作成したり、文章の表現を変更する
（翻訳、平易な用語への書換えなど）など、文章の案を作成できる。
また、文量やキーワードを指定して文章を要約できる。

イ 情報の整理、アイディア出し
指示と応答を繰り返しながら、多くの情報やアイディアを引き出したり、深掘り
できる。

ウ 関数・コード等の作成
表計算ソフト等の作業内容を指定して関数・コードを作成できる。

(2) 有効に利用するためのポイント
ア 指示の意図や内容を明確にする。
イ 指示と応答を繰り返しながら、指示の意図に即した応答に近付ける。

３ 効果的な利用方法

(1) 利用に関する職員研修を実施し、理解・利用を促進
(2) 利用事例を収集・周知するとともに、必要に応じ本ガイドラインに反映

４ その他
（別紙１）サービスの使い方

（別紙２）サービス利用事例集（プロンプト集）
7DX推進課 / DX Promotion Div.
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